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Universities are mandated to provide reasonable accommodation for people (students, faculty, staff, patients, and other 
users) with disabilities. Many universities have organized and developed support systems for persons with disabilities. 
Kyushu University also launched a “Support Section for Equal Opportunity Services,” which is responsible for 
supporting people with disabilities. In this report, we elaborate on the following three points based on the actual status 
of support for students with disabilities in the KIKAN education: 1) Reasonable accommodation in KIKAN education: 
Based on the data of reasonable accommodation in 2016, we examine how active learning and scientific experiment 
scenes are supported. 2) A manifestation of intention of students with disabilities: We delineate intention manifestation 
and reasonable accommodation with case reports. Also, we examine the necessity of understanding surroundings. 3) 
Fostering students who support people with disability: We describe the activities for supporting students and report on 
the classes that are being offered in the KIKAN education. 

  

1. はじめに 

1.1. 障害学生支援の全国的な動向 

 平成 28 年 4 月より施行された障害者差別解消法を背景に、国公立大学では合理的配慮の提供が

法的義務化された。それに伴い、多くの大学で障害者支援体制の構築に向けた組織的な整備が行わ

れている。平成 28 年度の日本学生支援機構の調査では、障害学生数は全学生数の 0.86%、障害学生

が在籍する学校は全体の 76.7%であり、増加傾向にある 1。 

 文部科学省では障害者差別解消法の施行を踏まえた高等教育段階における障害学生の修学支援

に関する検討を行うため、「障害のある学生の修学支援に関する検討会」を開催し、検討結果を平

成 29 年 3 月に「第二次まとめ」として取りまとめた 2。「第二次まとめ」では、「不当な差別的取扱

い」や「合理的配慮」に関する考え方と対応、教育方法や進路選択（進学・就職）といった主要課

題について大学が取り組むべき内容と留意点等を整理し、次の 7 点を示した（表 1）。九州大学にお
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ける障害者支援を担うコミュニケーション・バリアフリー支援室（以下，CB 室）では、平成 26 年

の開室当初より「CB 室の指針」に沿って全学的な取り組みを進めており、これらは「第二次まとめ」

で示されたものと重なる項目が多く、本学の展開する障害者支援の方向性が妥当であることを示し

ていると考えられる。また、「第二次まとめ」が示される以前から指針に沿って障害者支援を展開

し得られた知見は、本学のみならず他大学における障害学生支援の充実に資するものであると考え

る。本学では、基幹教育において先行して取り組んできたことが多いため、基幹教育での取り組み

を中心に報告する。なお、基幹教育は「初年次から大学院までをカバーする教育システムである」
3が、本稿では初年次教育の部分に焦点を当てて論じることとする。 

 

表 1 「第二次まとめ」2で示された課題と本学の取り組み 

第二次まとめ 
（文科省，2017） 

CB 室の指針 
（2014〜） 

本学における障害学生支援に関する 
近年の取り組み 

 教育環境の調整  障害者支援の推進に関する全学
体制の構築 
 施設設備のバリアフリー 

（1）障害学生の入試における合理的配慮 
（2）M2B システム 
（3）長期履修制度 
（4）通称名使用 

 大学間連携を含む関
係機関との連携 
 初等中等教育段階か
ら大学等への移行 
 大学等から就労への
移行 

 学内外連携ネットワーク 
 修学・就労機会の確保 

（5）就労支援 

 障害のある学生への
支援を行なう人材の
養成・配置 

 パーソナル支援（専門職による
個別・集団の直接的支援） 
 障害者支援を担うピア・サポー
ター学生の人材育成 

（6）授業：フロンティア科目、高年次基幹
教育科目 

 研修・理解促進 
 情報公開 

 啓発・調査研究  

 

1.2. 九州大学における障害者支援の状況 

 本学では、平成 26 年度より障害者支援を担う、CB 室を立ち上げ、基幹教育をはじめ全学の障害

のある学生（以下、障害学生）及び教職員、利用者等を対象に合理的配慮の提供に向けた体制を構

築してきた。近年の本学障害学生支援における取り組みから、基幹教育との関連がある 6点を紹介

する。 

（1）障害学生の入学試験における合理的配慮実施：平成 29 年入試では、併願を含め 32 件の配慮

申請があった。合理的配慮の提供にあたり公平性と公正性を保つための体制整備を行った。 

（2）M2B システム：ラーニングアナリティクスセンターと基幹教育教務係の連携のもと、e ポート

フォリオシステム「mahara」を活用して、同意のあった学生及び教職員間での情報共有ツール

として活用した。 

（3）長期履修制度：障害や疾患を理由として、修業年限を超えた計画的な教育課程での履修が可

能になった。 
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（4）通称名使用：性別違和のある学生が自認する性に沿った通称名を使用することが可能になっ

た。 

（5）就労支援：障害学生を対象とした講座とキャリアガイダンス（計 5つ）が実施されており、

学生支援課就職支援係及びキャリア支援係が所管する学内の就職支援サービスの中に位置づけ

られている。また、平成 29 年度からは基幹教育で行われている「九大インターンシップ」に障

害学生が参加し、学内でのインターンシップを行った。 

（6）授業：フロンティア科目（3科目）、高年次基幹教育科目（1 科目）を開講し、障害者支援を

担うピア・サポーター学生の人材育成とともに、受講生の多様な視点と柔軟な思考の修得を目

的とした授業（演習・講義）を展開した。 

続いて、基幹教育での取り組みの実態を踏まえて、今後求められる合理的配慮のあり方や、障害

学生の意思表明、ピア・サポーター学生の育成、について述べていく。 

「2．基幹教育における合理的配慮」では、平成 28 年度の基幹教育における合理的配慮の実施状

況について述べる。本稿では特に「基幹教育セミナー」と「自然科学総合実験」に焦点を当てる。

まず、「基幹教育セミナー」は基幹教育の特徴的な取り組みであり、アクティブラーナーの育成を

目的の一つとしている。アクティブ・ラーニングを手法として用いる授業の中で、対人的相互性の

難しさがある発達障害学生への合理的配慮をどのように保障するのかは重要な課題である。そこで、

アクティブ・ラーニングにおける合理的配慮について、「基幹教育セミナー」での取り組みを踏ま

えて検討する。次に、「自然科学総合実験」は、実験実習を伴う理系学部の学生にとって必修の科

目である。昨今、STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)教育における障害学

生支援のあり方は世界的にも注目されている。そこで、実験実習場面における合理的配慮について、

「自然科学総合実験」での配慮事例を踏まえて検討する。 

「3．障害学生の意思表明」では、障害学生の合理的配慮に関する意思表明について、障害別の

比較を通じて大学のシステム及び教員の対応のあり方について検討する。合理的配慮は障害学生か

らの意思表明が起点となる。しかし、様々な要因により意思表明が難しい障害学生が一定程度存在

する。意思表明の難しさの背景要因に関する先行研究を踏まえて報告する。 

「4．障害学生支援のためのピア・サポートの現状」では、障害者支援ピア・サポーターの活動

状況と、基幹教育で開講している授業について報告する。ピア・サポーターとして学生を教育し活

用していくことは、共生社会における多様性への理解を深めることだけでなく、支援の際の学生目

線での気づきや対応の工夫などサポートの実施における利点もあると考えられる。そこで、本学で

のピア・サポーター活動と基幹教育での授業実践をもとに、ピア・サポーターの育成と活用につい

て検討する。なお、文中の数値データなどについては、個人が特定される形での集計を避けて報告

する。 

1.3. 目的 

 本報告は、基幹教育における障害学生支援に関する取り組みに焦点を当て、障害学生の修学機会

の均等を保証するための方法について、また、今後の本学全体での障害学生支援のあり方について

検討する。 
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2. 基幹教育における合理的配慮 

2.1. 合理的配慮の実施状況 

 平成 28 年度に実施された合理的配慮は、36 名の要望学生に対し、271 講義科目で行われた。実

施された合理的配慮の具体的な内容を、九州大学における障害を理由とする差別の解消の促進に関

する実施要領に基づき、物的環境整備(教室環境の整備、座席の確保など)、意思疎通の配慮(情報

保障、重要情報の書面提示など)、ルール・慣行の柔軟な変更(試験時間の延長、成績評価方法の変

更など)の 3種類に分類し、障害種ごとに集計すると(表 2)、障害種ごとに実施される支援の特徴を

見出すことができる。肢体不自由では、ルール・慣行の柔軟な変更や物的環境整備が、視覚障害で

は意思疎通の支援が、発達障害では、意思疎通の支援が、精神障害においては、ルール・慣行の柔

軟な変更が多いことが明らかになった。このような傾向について、肢体不自由や視覚障害などの身

体障害については、その障害特性故に、支援者の配置(ルール慣行の柔軟な変更・調整)、座席の配

慮や身体的特徴に合った机の使用(物的環境整備)といったニーズが多いことと考えられる。一方で、

発達障害や精神障害、およびこれらを併せ持つ学生の場合、社会的コミュニケーションや情報処理、

スケジュール管理などに困難さを有するため、授業環境というハード面の配慮のみならず、ソフト

面である意思疎通の支援、ルールや慣行の変更が求められると考えられる。 

 

表 2 平成 28 年度における合理的配慮実施状況（科目数） 

障害種 物的環境 意思疎通 ルール・慣行の柔軟な変更 

視覚障害 27 50 25 

聴覚障害 0 0 0 

肢体不自由 30 16 45 

発達障害 21 101 15 

精神障害 0 0 33 

病弱・虚弱 51 9 33 

発達障害＋精神障害 14 62 34 

計 143 238 185 

 

 本学における障害学生支援は、全学的な制度としての体制整備が進んできている。実際の支援は、

基幹教育を受ける学部 1 年生が大多数を占めている。この学生が今後所属学部の専攻教育に移った

場合、これまでに基幹教育でなされた支援の接続を行うことで、切れ間のない支援を実現すること

ができると考えられる。この点に関して、本学では、ティーチングポートフォリオ(Mahara)を用い

た情報共有システムを活用している。具体的には、合理的配慮を申請した学生のうち、情報共有の
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同意を得た者については、複数の授業担当教員、担当事務、および CB 室のスタッフをメンバーと

するグループを作成し、授業中の様子や実際に行われた配慮内容についての日誌を web 上で共有す

ることができる。このシステムにより、行われた配慮とその効果について個人ごとに蓄積すること

ができ、基幹教育から専攻教育に移行する際にも、配慮のノウハウを共有し、スムーズな配慮導入

が期待できる。 

 一方で、課題としては、潜在的な障害学生の把握が挙げられる。毎年実施している新入学生を対

象とした自己記入式アンケート調査によると、九州大学における診断のある障害学生数は、1 学年

あたり 50 名から 100 名で、さらに発達障害、精神障害の疑いのある学生数は 70 名から 80 名とな

っており、合理的配慮の実施対象となりうる学生は、潜在的な学生も含めると、各年 150 名から 160

名程度在籍していると考えることができる。しかし、実際に合理的配慮を受けて修学している学生

数は、非常に少なく、本学の傾向から、発達障害や精神障害の疑いとなる学生数が多いため、これ

らの学生の潜在的なニーズを把握できるスクリーニングツールの開発が求められる。 

 

2.2. アクティブ・ラーニングにおける障害学生への合理的配慮 

大学での学びは、授業の形態も評価の方法も高校までのそれとは大きく異なってくる。その違い

を具現化しているもののひとつとして、近年、アクティブ・ラーニングが注目されている。 

特に対人的相互関係に困難さのある発達障害学生の学修上の合理的配慮とはどうあるべきかと

いうテーマも顕在化してきている。筆記試験ではパスするが口頭発表や口頭試験ではパスできずに

落ち続け、学業半ばで挫折する発達障害学生の事例が少なくない現状をみても、学生の主体的な学

修を促すためのアクティブ・ラーニングへの授業の転換が、対人場面での緊張や集団でのコミュニ

ケーションの難しさのある学生にとっては、彼ら(彼女ら)の抱える困難さが高まること 4は想像に

かたくなく、コミュニケーション上の配慮が求められる。 

「基幹教育セミナー」は、『社会の諸課題や自己について多用な観点からの知識・情報を受けと

めて批判的に考察しつつ、自ら問題を発見し、絶えず主体的に学び続ける態度、生涯にわたる自律

的な成長を支える学びの基幹を育むこと』5 を目的としている全学生の必修科目である。授業の方

法として、受講生同士および教員との対話、プレゼンテーションが含まれた授業構成となっている。

このような授業形態や学修活動が求められている一方で、九州大学教員を対象とした調査結果より

対人的相互関係の困難さを示す学生は一定数を占めると指摘されていることから 6,7、教員向けの

「基幹教育セミナーの手引き」5には、『配慮学生への対応』という項目も設けられている（表 3）。 

 

表 3 「基幹教育セミナーの手引き」における要配慮学生への対応に関する記述 

配慮を要する学生への対応について 
 様々は事情による長期欠席者、グループでの双方向性の高い学修方法に上手くなじめない学生、障害･
疾患があり配慮や支援を求める学生の存在が予想されます。担当教員による対応が困難な場合は、無理に
抱え込まずにユニット内で情報共有し、科目実施班、学生支援コーディネーター室、コミュニケーション･
バリアフリー支援室にご相談ください。 
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実際に、基幹教育セミナーにおいて配慮要望を提出した学生のニーズは、「九州大学障害を理由

とする差別の解消の推進に関する実施要領」で『合理的配慮に該当し得る配慮』でも挙げられてい

るように、①物理的環境の整備、②意思疎通の配慮、③ルール・慣行の柔軟な変更、のいずれかに

対応している。このなかでも、上述してきたようなコミュニケーション上の配慮を要する学生の要

望内容の具体例を表 4に示している（配慮要望学生のクラスを担当した教員によるポートフォリオ

上に記載された内容も含んでいる）。 

 

表 4 基幹教育セミナーにおける配慮要望（コミュニケーション上のニーズがある学生の具体例） 

配慮を要する学生の状態像 授業担当教員による配慮内容 

情報処理の難しさがあり、特に口頭伝達による聴覚情
報のみでは、重要な情報を聞き落とすことが多い。 

授業時における重要な情報等については、文章で
書いたものを提示したり、板書を行った 

集団のなかでは、不安から過緊張状態になり、発言が
できなくなる。 

クラスサイズの調整を行い、少人数クラスのなか
で授業をすすめた。一部の時間において、個別指
導を行った。 

情報入力における不注意、複数のひととの会話を同時
に処理することの難しさがある。 

授業内容の録音や板書の撮影を許可した。資料は
事前に配布した。 

 

これらの配慮は、評価の基準を下げるものでも、基幹教育セミナーでの授業目的の内容を変更す

るものではない。合理的配慮とは、教育の本質を変えないことやダブルスタンダードを用いないこ

とがその実施の要件となっていることからすると当然のことである。逆にいうと、合理的配慮であ

ると判断されるためには、教育の本質を変更していないことやダブルスタンダードになっていない

という要件を満たしていることを明確にする必要がある。そうでなければ、これらの混同は、いわ

ゆる「ゲタをはかせる」「評価を甘くする」状態であると誤って認識され、周囲の学生にとっては

評価に対する不公平感が、教員にとっては教育目標を変更せざるをえなかったという不満が生じる

事態となるだろう。しかしながら、支援認識への疑問をもちつつ、合理的配慮の提供は法的義務で

あるという現実を迎えたばかりの“移行期”において、「やらなければいけないのでやる」、もっと

いうと「やらなければいけないらしいのでやる」という主体感覚のない“やらされ感”のなかで支

援体制の構築に取り組んでいる現状も否めない。上述したような混同は、特に、障害の状況が可視

化しにくい発達障害学生への対応については起こりやすく（例えば、聴覚障害学生へのノートテイ

カー対応には不公平感を感じない周囲の学生や教員も、発達障害学生への課題提出期限の延長には

不公平感を感じ、そのような支援内容に納得感がないままに“やらされ感”のみが蓄積していく等）、

結果、支援格差が生じることにもつながっている 8。 

「基幹教育セミナー」で言うならば、受講生同士及び教員との対話やプレゼンテーションが授業

の方法ではなく、ひととの対話ができること・20 名程度の集団の前で口頭でのプレゼンテーション

ができることが授業の目的だとすれば、この評価水準が達成されない場合は、評価は不可となる。

一方、多数の受講生が行うプレゼンテーションができなくとも、集団のサイズを変更・調整し、少

人数クラスでプレゼンテーションを行うことによって、『社会の諸課題や自己について多用な観点

からの知識・情報を受けとめて批判的に考察しつつ、自ら問題を発見』するという目的が達成でき

れば、評価は可となるだろう。基幹教育セミナーにおいてのコンテンツが何で、コンピテンシーが
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何であるのかの議論も併行して行う必要がある。なぜなら、合理的配慮とは、授業方法や評価方法

の変更・調整であり、授業目的や評価の基準の変更ではないことを確認しつつ、合理的配慮内容を

決定することが求められるからである。 

丹治・野呂（2014）9 では、合理的配慮の決定過程のあり方を、①支援の合理性：配慮の必要性

を周囲が理解するためには、どのような根拠資料の作成が必要となるか、②学内組織の理解：どの

ような理解・啓発活動が必要なのか、③配慮決定の協議方法：過度な負担を課さない範囲での組織

的・効率的な配慮内容にいたるための協議とはどのような方法が適切なのか、④円滑な連携支援体

制、の観点から検討していく必要性を指摘している。このような合理的配慮の決定過程が明確に示

されることも必要である。このことは、学校教育法でも教育研究活動の現況を公表することが義務

付けられているように、社会に対する説明責任の一環であるからである。したがって、合理的配慮

の決定を判断する情報として、大学が設定するアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシーは、単位認定・卒業認定に必要な修学上必要となってくる条件が示されて

おり、今後ますます重要となってくる。これら 3ポリシーも視野に入れつつ、基幹教育セミナーで

の授業目的を達成するための合理的配慮をどのようにすすめるかの合意形成が個々の学生に個別

検討することが求められる。 

 

2.3. 実験実習における合理的配慮 

 海外では「科学技術を支える人材の育成・確保」といった観点から STEM 教育が重要視されてい

る。特に米国では STEM 分野の教員を増員することや STEM 分野の卒業生の増加させることなど具体

的な数値目標を示して積極的に取り組んでいる 10。本邦においても STEM 教育の重要性は高まりつ

つあり、実験実習を伴う科学実験は必修単位であることが多い。本学では平成 18 年度に全学教育

カリキュラムを改訂し、理系学部の基礎科学実験については「九州大学の理系学生として、高校で

は学ばなかった科目の履修を促す意味において、また自然科学を総合的に座学ではなく、感動を与

えながら直に触れさせる必要があるとの認識」から、自然科学総合実験として全ての理系学生を対

象に必修科目として開講するに至った 11。 

これまで述べてきたように、実験実習科目は社会的要請の高い重要な科目であるが障害学生の修

学機会を保証するという観点に立って、実験実習における教育目標を達成しつつ合理的な配慮をい

かに提供するかについて検討した研究は少ない 12。また、現時点においては実験での補助的支援の

方策提示に留まっていて、本質的な課題である「学習機会の保障（機会の均等）」にまで踏み込む

ことが出来ていないことや、実験等の場面における障害学生支援の知見の蓄積が不足していること

の指摘がある 13,14。 

 そこで、本学の理系学生が基幹教育で必修である、平成 28 年度の自然科学総合実験における合

理的配慮の実施例を概観し、学習機会の保障と、障害毎に異なる支援のあり方について検討する。 

 平成 28 年度の自然科学総合実験では、6 例の合理的配慮を行った（表 5）。 

 障害種を問わず、実験を免除するのではなく、実験を通じて学ぶ機会を均等に与えることが肝要

である。身体障害（肢体不自由、視覚障害、内部障害）のある学生においては、ICT 機器や学生実
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験サポーターを活用するなどして学習機会の均等を図るとともに、実験器具の手配や支援機器の設

定など物理的環境の整備が必要であると考えられた。 

 

表 5 平成 28 年度自然科学総合実験における配慮内容一覧 

障害・疾患 配慮内容 

肢体不自由 学生サポーター、介助者、書見台、配布プリント片面印刷 
視覚障害 タブレットを利用した資料提示、通常よりも広い実験場所の確保（2 スパン）、滴瓶のラベ

ルの拡大、ガスバーナーの炎を見えやすくする（背景に黒色の紙を貼る）、配布資料の拡大
印刷、炎色反応を観察する際に「るつぼ」を使用 

内部障害 遅刻欠席時の配慮（欠席代替措置・資料配布等） 
発達障害 重要情報の視覚情報提示、事前の資料配布、PC による記録、録音、空調の調整、座席指定、

易疲労対応、臭いや音への対応（感覚過敏） 
 

 一方で、発達障害のある学生においては、感覚過敏への対応として耳栓やマスクの準備、座席配

置の工夫といった物理的環境に加えて、事前面談や個別説明など不安の低減を中心とした心理的環

境への配慮が求められることが示唆された。 

 平成 28 年度自然科学総合実験での配慮において、障害学生が有効であったと感じた配慮は授業

担当者と学生の対話から見出されたものが少なくない。STEM 教育に限らず、学術的専門性が高まる

とともに、授業担当者が合理的配慮について主体的に検討していく割合が増えることが示唆された。

また、授業担当者と学生の対話を可能にする環境調整が、障害学生支援担当者の重要な役割の一つ

であることが再確認された。 

 今後は、「学習機会の均等」についての意識を醸成するとともに、各教員が個別的に実施した配

慮を共有・蓄積していくことが課題である。 

 

3. 障害学生の意思表明と合理的配慮 

 本学の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する実施要領」においては、本人以外の家族・

支援者等からの意思表明を認めることに加えて、「意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・

介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が

社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、障害者差別解消法の趣旨に鑑みれ

ば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的な対話を働きかけるなど、自

主的な取組に努めなければならない。」と、大学側が障害学生に積極的に働きかけていくことを明

記している。 

 意思表明が難しい学生には、修学における困り感を適切に認識できていない者や、修学上の躓き

を経験しつつも配慮を求めることが難しい者が含まれる。このような学生の意思表明の難しさの背

景要因として、「(1)障害特性の自身による理解が十分でない」、「(2)周囲から支援を受けることへ

の抵抗と内なる障壁が存在している」、「(3)高校時代までの修学環境には存在していた支援リソー

スが得られなくなる可能性について予期しきれない」、といった 3 点があるとされている 18。 
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 そこで、本学で合理的配慮を行なった事例の中から、各障害における代表的な配慮を行った 3事

例を取り上げて、佐々木ら 15の背景要因（障害特性の自己理解、支援への抵抗感、修学環境変化の

予測）に従って分類を試みると、表 6のように整理された。 

 

表 6 3 事例における意思表明に関する背景要因（佐々木ら 15の分類をもとに筆者が作成） 

 障害種別 配慮要望内容 障害特性の自己理解 支援への抵抗感 修学環境変化の予測 

A 
自閉スペクトラム症 
緘黙症 

発表方法の変更 なし なし なし 

B 過敏性腸症候群 座席の指定 あり あり あり 

C 四肢欠損 
実験場面の器具
操作補助 

あり なし あり 

 

 まず、障害特性の自己理解について、事例 A だけが「なし」である。自閉スペクトラム症は自己

理解の困難さを有する。したがって、事例 Bや事例 C のように困難場面を明確にし、合理的配慮に

向けた配慮要望を行っていくことを独力で進めていくことが難しい。そこで事例 Aは、保護者や教

員が意思表明をサポートする形で配慮要望を行い、配慮内容が具体的になる過程で本人の意思確認

を適宜行った。 

 次に、支援への抵抗感については、事例 Bと事例 C の間で違いが見られた。これは、障害の可視

化されやすさと関連していると考えられた。事例 Bは障害・疾患について限られた人にしか開示し

ておらず、配慮を受けていることに気がついた周囲（他の学生）からどのように思われるのかにつ

いて心配していた。そこで、授業担当教員との対話の中で、教室サイズや授業展開によって、座席

を指定する場合としない場合を使い分けることとした。具体的には、狭い教室で予め座る席が指定

されている講義においては、出入り口に近い席を指定した。一方で、広い教室で自由に座って良い

講義においては、早めに教室に行き、安心して授業に臨める席を自ら確保した。 

 最後に、修学環境の変化の予測については、障害特性の自己理解との関連が窺えた。事例 Bと事

例 Cは大学の修学環境と自らの障害特性の相互性から、大学生活における困難場面を予測すること

が一定程度可能であった。一方で、事例 Aは新たな環境における困難場面について予測することが

難しかった。そこで、事例 Aには具体的な場面を示しながら、本人・保護者、教員、CB 室で話し合

いを重ね、カリキュラム・ポリシー等に示された教育目標の本質を損ねることのない配慮のあり方

を検討した。 

 なお、事例 Cのように、障害特性の自己理解があり、支援への抵抗感が低い場合においても、意

思表明から合理的配慮に至るまでには注意すべき点がある。例えば、実験・実習等の場面において

見学するなどの、「免除」を提案される場合がある。教員側に排除の意図はないが、「機会の均等」

の認識が十分でない場合このような状況が生じやすいと考える。このような点からも、実験器具操

作のサポーター学生を活用した事例 Cは、本人の要望を踏まえ、本質的な教育目標を損ねることな

く、修学機会の均等を図った好事例であると言える。 

 以上のことより、意思表明及びその後の合理的配慮は、障害理解の程度や、障害の可視化の程度、
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周囲（授業担当教員、学生）の合理的配慮理解の程度が影響することが確認された。また、可視化

されない障害の場合に、誰にどこまで開示するのかは障害学生にとって重要なテーマであると考え

られた。上記 3例の意思表明における難しさはそれぞれ異なるが、障害特性を念頭においた対話の

姿勢がどの事例においても重要であると考えられた。 

本報告では，意思表明の背景要因を考慮して対応した事例を示した。今後，意思表明がどのよう

な方法・過程を経て行われたのかなど基礎的なデータの集約及び分析が課題である。 

 

4. 障害学生支援のためのピア・サポートの現状 

 本学では、移動支援や学内アクセシビリティ向上のための活動などを主に障害者支援ピア・サポ

ーターが行っている(表 7)。障害学生に対するピア・サポーター育成のためには、支援スキルだけ

でなく、アクセシビリティ、ユニバーサルデザインや障害に関する知識の獲得や、それらを基にし、

支援活動を行うためのマネジメント力が重要である。このような知識の獲得やマネジメント力の育

成のため、本学では、基幹教育で 4 つの授業(表 8)を開講している。基幹教育においてこのような

授業を開講する意義として、前述のように、基幹教育は初年次から大学院までをカバーする教育シ

ステムであり、学部 1年次には全学部必修であることから、幅広い学生に対し、上記の知識や能力

を提供することができる。さらに、大学入学後の早い時点で障害に関する知識、技能を身につける

ことにより、その後の学修や生活における障害者支援への応用が期待できるという点が挙げられる。

さらに、これらの授業および、障害者支援ピア・サポーターとして活動を行うことにより、アクセ

シビリティリーダー育成協議会認定資格である 1 級、2 級アクセシビリティリーダーの受験資格を

得ることができる。平成 29 年時点では、1 級資格取得者は 14 名、2級取得者が 6 名である。 

 

表 7 障害学生支援ピア・サポーターの活動内容 

活動目的 活動名 活動内容 

施設の 
バリアフリー 

バリアフリーマップ 
作成 

みんなのトイレ、オストメイト、段差などの位置を示すキャ
ンパスマップの作成 

設備改善報告 キャンパス利用する上でバリアとなりうる箇所の調査・報告 

パーソナル支援 移動サポート 式典、学内外の行事などの参加者に対するガイドヘルプ 

広報 Facebook  ピア・サポーター活動やアクセシビリティに関する情報発信 

支援スキル研修 視覚障害者サポート 視覚障害者へのガイドヘルプ方法の学習 

パソコンノートテイク 連携入力などのスキルの学習 

手話オンライン講座 手話の学習 

カラーバリアフリー 色覚異常やカラーバリアフリーに関する学習 
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表 8 基幹教育における障害学生支援ピア・サポーター育成授業 

授業名 開講期間 
受講
者数 

内容 

バリアフリー 
支援入門 

春学期 
（フロンティア科目） 

89 障害の知識的・体験的学習(肢体不自由・視覚
障害・聴覚障害・精神障害・発達障害・内部障
害、病弱) 

ユニバーサル 
デザイン研究 
 

夏学期 
（フロンティア科目） 

149 ユニバーサルデザイン社会構築のための学際
的な知識的・体験的学習(福祉工学、都市・建
築学、ICT 活用、高等教育、権利擁護) 

アクセシビリティ 
入門 

秋学期 
（フロンティア科目） 

53 情報アクセシビリティの理解・実践(点字、手
話、ICT、カラーユニバーサルデザイン) 

アクセシビリティ 
マネジメント研究 

前期集中 
（高年次基幹教育科目） 

16 課題解決に向けたプロジェクト立案、 
実施、経過報告、効果検証など 

 

 授業では、「健常者にとっての当たり前に基づくと、その行動のせいで障害者が活躍の場を逃し

てしまうことが分かった」「建築分野に進みたいので、建築という観点から使う人の立場に立った

設計や建物の構造面での工夫を行うことができるだろう」といったレポートが寄せられ、バリアフ

リーやユニバーサルデザインという概念自体の理解の深まりや、学生自身の専門分野をユニバーサ

ルデザインにどう活かすかといった自分との関係から考えを深めたものも見出された。 

 本邦における障害学生への合理的配慮提供に関する検討点の 1 つとして、基礎的環境整備が挙げ

られる。基礎的環境整備には、「教材の確保」「施設・設備の整備」「専門性のある教員、支援員等

の人的配置」などが挙げられ 16、特に実際に支援を担う人材の確保が課題となる。在学時の日常的

な支援については、継続的、かつ頻繁に行われることが多いため、教職員や学外の支援者を活用す

るための時間的・費用的なコストが大きい 16。したがって、学生をピア・サポーターとして育成し、

活用することが必要となる。学生を支援者として活用することは、障害学生の所属と近い場合、学

術上の専門的知識を有していることや、大学の授業形式に慣れていること、学生生活の実践的な知

識を有していることから、有用な人材となるため、基幹教育における上述のような取り組みは意義

があると考えられる 17。また、支援を行う学生自身にも、多様性やアクセシビリティの理解促進と

いった教育的効果が期待出来る。 

 今後の課題としては、障害学生支援を学生ピア・サポーターが実施している大学数は決して多く

なく、実施している大学におけるピア・サポーターを活用した取り組みの内容としては、肢体不自

由学生のための移動保障、感覚障害学生のための情報保障(手話、ノートテイク、読み上げ対応の

テキストデータ化など)が多い。まず、本学では、上述した支援のうち特に情報保障については、

支援を行うことのできる人材育成のためのシステム構築が必要であると考えられる。加えて、発達

障害を始めとする可視性の低い障害学生に対するピア・サポーター育成については、実施例自体が

少なく、支援学生—被支援学生という関係構築の難しさなども報告されている 18ことから、学生が

担うことの是非を含めて検討していく必要があるだろう。 
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5. おわりに 

 本学における合理的配慮の実施数が増え、学びの機会を保証する体制が整備されつつある。合理

的配慮の考え方が広まるにつれて従来の講義形式の授業だけでなく、アクティブ・ラーニングを用

いる授業場面や、実験実習場面における合理的配慮のあり方が問われるようになってきた。また、

大学側が事前的に、かつ一方的に支援を提供するのではなく、障害学生の主体性を育てる教育的な

関わりが求められている。授業目的と評価基準ではなく、授業方法や評価方法の変更と調整につい

て、障害学生と授業担当者が配慮の合意点を探っていくプロセスが肝要であると言える。そのよう

な中、本稿で述べてきたように、基幹教育は初年次教育を担っていることからも、専門的な教育を

行う学部よりも先駆けて障害学生支援における様々な課題に学生だけでなく教職員も直面する。基

幹教育で行われる合理的配慮は，その後の当該学生への合理的配慮の基準の一つになると考えられ、

重要である。実際には、障害の状況・程度は個人差が大きく、教育場面における参加の制約は一人

ひとり異なる。したがって、教育目標を損ねることのない配慮のあり方について個別的に対話して

いく必要があると考える。 
 合理的配慮の提供のはじまりは障害学生の申し出であるが、入学後間もない障害学生の多くが自

らの障害特性を理解し、大学という学びの場において必要な支援を認識しているとは言い難い。ま

た、支援の必要性を認識していても、周りの学生の反応が気になり意思表明に至らない事例もある。

意思表明が可能な環境を構築するという観点から考えると、教職員やその他の学生の支援意識を醸

成することも必要である。今後、本学での実践と調査研究を通じて知見の蓄積をさらに進めていき

たい。 
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